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１ 平成 29 年度食品、添加物等の夏期一斉取締りの実施 

6月19日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長名をもって各都道府

県知事等宛標記通知を出した。これは、食品衛生法第22条の規定に基づく「食品衛生に

関する監視指導の実施に関する指針」（平成15年厚生労働省告示第301号）第三の六に基

づき、夏期に多発する食中毒等の食品による事故の防止を図るとともに、積極的に食品衛

生の向上を図る見地から、例年のとおり、全国一斉に標記取締りを行うこととしたもので、

実施に当たっては、平成28年度の夏期一斉取締りの結果を参考とし、大量調理施設等に

対する監視指導を行うとともに、腸管出血性大腸菌、カンピロバクター等による食中毒防

止対策等について監視指導を、また、監視指導の結果、汚染食品を発見した場合のほか、

食中毒が発生した場合には、流通経路の遡り調査を徹底して行い、汚染源を排除するため

の適切な措置を講ずるとともに、関係機関に対して速やかに情報提供するようとしている。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-

Shokuhinanzenbu/0000168193.pdf 
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